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とっとり
市議会
だより

９月定例会のあらまし

No.183

定例会号

平成30年

9月

　９月定例会を９月３日から10月４日までの32日
間にわたって開催しました。本定例会では、市長
から平成30年度一般会計補正予算など23議案・人
事案件８件・報告承認１件が提出され、26議案は
全会一致、６議案は賛成多数で原案のとおり可
決・認定・同意・承認しました。
　なお、平成29年度歳入歳出決算関連の５議案に
ついては、決算審査特別委員会を設置し、総括質
疑、分科会での審査を経て３議案は全会一致、２
議案は賛成多数で認定しました。
　また、一般質問には、27人の議員が登壇し、活
発な議論が展開されました。　　
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平成29年度決算を認定しました ……………………
新庁舎建設及び本庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会最終報告…
鳥取市議会Talk Cafe（トークカフェ）を開催しました(続報)…

議会に関するご意見・お問い合わせ
鳥取市議会事務局 〒680−8571　鳥取市尚徳町 116番地　TEL（0857）20−3343　FAX（0857）20−3049

E-mail:gikai@city.tottori.lg.jp

（鳥取市　濵　幸子さん提供）

スマートフォン・タブレット
から過去の議会だよりを
ご覧いただけます

野ぶどう

表紙作品を募集しています
次回号は３月１日発刊を予定しています。
詳しくは、鳥取市議会ホームページもしくは、下記の連絡先
までお問い合わせください。
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決算審査特別委員会報告
（委員長　星見健蔵　　副委員長　米村京子）

　平成29年度決算について、決算審査特別委員会（議会選出の監査委員を除く全議員で構成）
を設置し、詳細な審査を行いました。委員会報告の要旨について抜粋して掲載します。
※決算に関する議決結果は13頁に掲載しています。

◆自主防災会連合会補助金について
　たび重なる地震・水害・大雪など多様な災害に備
え、自主防災会の充実強化を図るため、危機管理局
に防災支援係を新設し、地域防災力の向上に努力さ
れていることは、高く評価している。
　しかしながら、さらなる地域防災力の向上を図る
ためには、行政だけではなく、地域防災の核である
自主防災会の取り組み強化を行う必要がある。
　防災に対する関心が高まる中、今後とも地域防災
の核となって活動していただく自主防災会に対し
て、効果的かつ積極的に働きかけ、防災力向上につ
ながる施策を展開するよう求める。

◆平成29年度一般会計歳入歳出決算における　
　雑入について
　各種返還金の介護給付費等返還金において、不納
欠損額及び、収入未済額が発生している。これは、
いずれも障害福祉サービス等の事業者が給付費の不
正請求を行ったことに伴い、鳥取県が事業者の指定
取り消し処分を行ったことによる返還金及び加算金
である。
　本市では、介護サービス事業の一部や社会福祉法
人の指導・監査については、これまでも行っている
が、平成30年度からは、中核市に移行したことに伴
い、こうした障害福祉サービス事業所等の事業者に
ついても指導・監査を担っていくことになる。今
後、サービス利用者に不利益が生じないよう適正な
指導・監査の執行を求める。

◆治山事業費について
　本年９月の北海道地震では、山崩れにより多くの
人命が失われた。このような状況は、鳥取市におい
ても人ごとではなく、豪雨、地震などによる山崩れ
で人的被害を出さないようにする必要がある。
　そのためには、危険な傾斜地の治山工事などの崩

壊防止対策を進めるとともに、裏山が崩れ住宅に土
砂がかぶるなどの災害発生時には、被害の拡大を防止
するための応急措置を速やかに実施する必要がある。
　現在、裏山（民有地）が崩落した場合の市の対応
は、十分とは言えない状況にある。国や県の補助事
業にとらわれず、市独自の判断で速やかな対応がで
きるよう農林水産部と都市整備部など全庁的に十分
協議して、土砂災害の危険を回避し、速やかに市民
の命や財産を守ることのできる制度の立案を要望す
る。

◆不用額について
　都市整備部が所管する事業については、特に、河
川や道路など、市民生活に密着した要望が多くあ
る。平成29年度決算においては、多額の不用額の発
生が見受けられる。不用額の発生にはさまざまな要
因があり、事業執行が困難となる場合があることは
理解するが、可能な限り市民の期待に応えられるよ
う事業の遂行を求める。

◆市庁舎整備事業費について
　市庁舎整備事業については、平成29年８月に完成
した実施設計を基に29年度は７件の工事に着手して
いる。決算実績の主なものとしては、委託料として
実施設計業務が約１億円、工事請負費として庁舎
棟・市民交流棟新築工事が約23億７千万円、電気設
備工事が約３億８千万円、機械設備工事が約５億９千万
円などである。
　これまでの市議会の新庁舎建設に関する調査特別
委員会の「できる限り地元業者へ発注すること」等
の意見を踏まえ、分離分割発注を進めていることを
高く評価する。
　分離分割発注については、一括発注に比べて発注
額が高くなること、庁舎建設などの大きな工事の場
合、それぞれの工事を請け負った業者間の施工調整
が難しいなどの課題があるが、地元への経済効果を
考慮すると、それらはやむを得ないものと考える。
　今後、本市が発注する工事において、新本庁舎建
設工事の経験を生かし、地元への経済効果を重視し
た取り組みを進めるよう求める。
　さらに、市庁舎整備は市民の関心が高く、関連事
業を含めてわかりやすく丁寧に市民へ説明し、行政
としての責任を果たすようあわせて求める。

決算審査特別委員会報告

審査結果を報告する星見健蔵委員長

　市議会は、市政が正しく運営されているかをチェックする役割
や、市民の声を市政に反映させる役割などを担っています。
　また、市政を進めるうえで必要なお金の使い方（予算）の決定

など重要な事項を決定する「議決権」が
与えられており、議決されてはじめて予
算等が執行されます。
　９月定例会では、平成29年度予算が正
しく使われたかどうか（決算）の審査を
詳細に行った結果、３議案を全会一致、
２議案を賛成多数で原案のとおり認定し
ました。

平成29年度決算を認定しました

◆子どもの居場所づくりを担う民間団体の設立・運
　営を支援（628万円）
７団体の子ども食堂を立ち上げ、運営の支援が
行われました。	
◆小中学校への特別支援教育支援員の増員（8190万円）
　　教育上の特別な配慮を要する児童生徒が在籍す
る学校に特別支援教育支援員を配置し、学級経営
等の円滑な運営が行われました。
◆教員が子どもと向き合う時間を確保する公務支援
　システムの導入（3528万円）
　　成績管理機能、出席、授業時間数管理、保健管
理等の機能を有する校務支援システムが、市内全
小・中・義務教育学校に導入されました。

◆生産・加工・流通・販売までを一貫してプロデュー
　スする地域商社への運営支援（2015万円）
　　新商品開発や販路拡大のために取り組む地域商
社に対して支援が行われました。12個の新商品開
発と、30件の取引先がありました。また、マルシ
ェ等が年間55回開催されました。
◆「鳥取市保健所」暫定施設を整備（2694万円）
暫定的な保健所施設として「さざんか会館」の
改修工事が行われました。
◆中核市移行へ向けた各業務へのシステム構築、体
　制の整備など（１億2440万円）
中核市の移管業務に係る業務システムや情報通
信システムの利用環境の整備等が行われました。

平成29年度決算

一般会計（歳入1028億6584万円　
歳出1007億4153万円）、特別会計、
企業会計の決算を認定

市民税
固定資産税など
235億2157万円

(22.9%)

自主
財源
(39.8%)依存

財源
(60.2%)

保育園や健診
などの負担金
10億1626万円

(1.0%)

住民票証明手数料
施設使用料など

15億9614万円(1.6%)

貸付金収入など
147億1900万円

(14.3%)

地方交付税
229億9422万円

(22.4%)

国や県からの
補助金など

205億8143万円
(19.9%)

市の借金
137億546万円

(13.3%)

譲与税交付金など
47億3176万円(4.6%)

歳入歳入

人件費
職員給、退職手当など
119億9417万円

(11.9%)

公債費
借金の返済

99億4528万円
(9.9%)

義務的
経費

(40.9%)

投資的
経費

(13.8%)

消費的
経費

   (26.7%)

その他の
経費

(18.6%)

扶助費
児童手当、医療費補助など
193億1692万円

(19.1%)

普通建設事業費
道路や市営住宅の整備など
135億4156万円(13.4%)

物件費
光熱水費、印刷代など
108億8991万円

(10.8%)

災害復旧事業費
復旧工事請負費など
4億92万円(0.4%)

補助費等
補助金など

148億5992万円
(14.8%)

維持補修費
施設の修繕費など
10億8698万円

(1.1%)

繰出金
特別会計への繰出金
69億2283万円

(6.9%)

貸付金等
積立金・貸付金

117億8304万円
(11.7%)

歳出

平成29年度主な事業の成果（カッコ内の金額は決算額）

会計名 歳　入 対前年度比 歳　出 対前年度比

一般会計 1028億6584万円 6.1% 1007億4153万円 5.4%

特別会計（16会計） 432億3136万円 ▲4.3% 415億8334万円 ▲3.7%

企業会計（４会計） 282億0923万円 5.6% 328億5209万円 5.9%

合　　計 1743億0643万円 3.2% 1751億7696万円 3.2%

平成29年度各会計の決算状況

歳入 1028億6584万円 一般会計の内訳 歳出 1007億4153万円

決算審査特別委員会採決の様子
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決算審査特別委員会報告
（委員長　星見健蔵　　副委員長　米村京子）

　平成29年度決算について、決算審査特別委員会（議会選出の監査委員を除く全議員で構成）
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※決算に関する議決結果は13頁に掲載しています。
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自主防災会の取り組み強化を行う必要がある。
　防災に対する関心が高まる中、今後とも地域防災
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　各種返還金の介護給付費等返還金において、不納
欠損額及び、収入未済額が発生している。これは、
いずれも障害福祉サービス等の事業者が給付費の不
正請求を行ったことに伴い、鳥取県が事業者の指定
取り消し処分を行ったことによる返還金及び加算金
である。
　本市では、介護サービス事業の一部や社会福祉法
人の指導・監査については、これまでも行っている
が、平成30年度からは、中核市に移行したことに伴
い、こうした障害福祉サービス事業所等の事業者に
ついても指導・監査を担っていくことになる。今
後、サービス利用者に不利益が生じないよう適正な
指導・監査の執行を求める。

◆治山事業費について
　本年９月の北海道地震では、山崩れにより多くの
人命が失われた。このような状況は、鳥取市におい
ても人ごとではなく、豪雨、地震などによる山崩れ
で人的被害を出さないようにする必要がある。
　そのためには、危険な傾斜地の治山工事などの崩

壊防止対策を進めるとともに、裏山が崩れ住宅に土
砂がかぶるなどの災害発生時には、被害の拡大を防止
するための応急措置を速やかに実施する必要がある。
　現在、裏山（民有地）が崩落した場合の市の対応
は、十分とは言えない状況にある。国や県の補助事
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川や道路など、市民生活に密着した要望が多くあ
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因があり、事業執行が困難となる場合があることは
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う事業の遂行を求める。

◆市庁舎整備事業費について
　市庁舎整備事業については、平成29年８月に完成
した実施設計を基に29年度は７件の工事に着手して
いる。決算実績の主なものとしては、委託料として
実施設計業務が約１億円、工事請負費として庁舎
棟・市民交流棟新築工事が約23億７千万円、電気設
備工事が約３億８千万円、機械設備工事が約５億９千万
円などである。
　これまでの市議会の新庁舎建設に関する調査特別
委員会の「できる限り地元業者へ発注すること」等
の意見を踏まえ、分離分割発注を進めていることを
高く評価する。
　分離分割発注については、一括発注に比べて発注
額が高くなること、庁舎建設などの大きな工事の場
合、それぞれの工事を請け負った業者間の施工調整
が難しいなどの課題があるが、地元への経済効果を
考慮すると、それらはやむを得ないものと考える。
　今後、本市が発注する工事において、新本庁舎建
設工事の経験を生かし、地元への経済効果を重視し
た取り組みを進めるよう求める。
　さらに、市庁舎整備は市民の関心が高く、関連事
業を含めてわかりやすく丁寧に市民へ説明し、行政
としての責任を果たすようあわせて求める。

決算審査特別委員会報告

審査結果を報告する星見健蔵委員長

　市議会は、市政が正しく運営されているかをチェックする役割
や、市民の声を市政に反映させる役割などを担っています。
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など重要な事項を決定する「議決権」が
与えられており、議決されてはじめて予
算等が執行されます。
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しく使われたかどうか（決算）の審査を
詳細に行った結果、３議案を全会一致、
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平成29年度決算を認定しました
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　営を支援（628万円）
７団体の子ども食堂を立ち上げ、運営の支援が
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等の円滑な運営が行われました。
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小・中・義務教育学校に導入されました。

◆生産・加工・流通・販売までを一貫してプロデュー
　スする地域商社への運営支援（2015万円）
　　新商品開発や販路拡大のために取り組む地域商
社に対して支援が行われました。12個の新商品開
発と、30件の取引先がありました。また、マルシ
ェ等が年間55回開催されました。

◆「鳥取市保健所」暫定施設を整備（2694万円）
暫定的な保健所施設として「さざんか会館」の
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(14.3%)

地方交付税
229億9422万円

(22.4%)

国や県からの
補助金など

205億8143万円
(19.9%)

市の借金
137億546万円

(13.3%)

譲与税交付金など
47億3176万円(4.6%)

歳入歳入

人件費
職員給、退職手当など
119億9417万円

(11.9%)

公債費
借金の返済

99億4528万円
(9.9%)

義務的
経費

(40.9%)

投資的
経費

(13.8%)

消費的
経費

   (26.7%)

その他の
経費

(18.6%)

扶助費
児童手当、医療費補助など
193億1692万円

(19.1%)

普通建設事業費
道路や市営住宅の整備など
135億4156万円(13.4%)

物件費
光熱水費、印刷代など
108億8991万円

(10.8%)

災害復旧事業費
復旧工事請負費など
4億92万円(0.4%)

補助費等
補助金など

148億5992万円
(14.8%)

維持補修費
施設の修繕費など
10億8698万円

(1.1%)

繰出金
特別会計への繰出金
69億2283万円

(6.9%)

貸付金等
積立金・貸付金

117億8304万円
(11.7%)

歳出

平成29年度主な事業の成果（カッコ内の金額は決算額）

会計名 歳　入 対前年度比 歳　出 対前年度比

一般会計 1028億6584万円 6.1% 1007億4153万円 5.4%

特別会計（16会計） 432億3136万円 ▲4.3% 415億8334万円 ▲3.7%

企業会計（４会計） 282億0923万円 5.6% 328億5209万円 5.9%

合　　計 1743億0643万円 3.2% 1751億7696万円 3.2%

平成29年度各会計の決算状況

歳入 1028億6584万円 一般会計の内訳 歳出 1007億4153万円

決算審査特別委員会採決の様子
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9月定例会
一般質問

一般質問（各個質問）

　

本
誌
で
は
、
各
議
員
の
質
問
の
中
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
１
項
目
に
つ
い
て
の
質
問
と
答
弁

の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。（
※
掲
載
は
発
言
順
）

　

各
議
員
の
平
成
㉙
年
２
月
定
例
会
以
降
の

一
般
質
問
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ

レ
ッ
ト
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

岡
田　

信
俊
（
会
派
新
生
）

鳥
取
市
立
小・中・義
務
教
育

学
校
の
暑
さ
対
策
に
つ
い
て

岩
永　

安
子
（
共
産
党
）

子
供
の
医
療
費
窓
口

負
担
は
無
料
に
！

伊
藤　

幾
子
（
共
産
党
）

基
金
を
活
用
し
、
国
民
健
康

保
険
料
の
引
き
下
げ
を
！

問 

鳥
取
市
で
は
8
月
に

県
内
過
去
最
高
気
温
を
記

録
す
る
な
ど
酷
暑
の
夏
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、

学
校
で
は
日
々
授
業
や
部

活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
暑

さ
対
策
と
し
て
エ
ア
コ
ン

設
置
が
急
務
と
な
っ
て
い

る
。
鳥
取
市
立
小
・
中
・

義
務
教
育
学
校
教
室
全
体

の
エ
ア
コ
ン
は
、
普
通
教

室
設
置
率
⓮
・
７
％
、
特

別
教
室
㊵
・
０
％
で
あ
り

高
く
は
な
い
。

　

全
教
室
へ
早
期
に
設
置

す
べ
き
と
考
え
る
が
市
長

の
考
え
を
尋
ね
る
。

答
（
市
長
）
近
年
の
猛

暑
に
よ
る
児
童
・
生
徒
の

健
康
管
理
・
教
育
環
境
の

充
実
を
考
え
る
と
、
整
備

に
係
る
具
体
的
な
計
画
の

策
定
が
急
務
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
全
て
の
教
室
に
エ

ア
コ
ン
を
設
置
す
る
に

は
、
早
期
に
整
備
す
る
た

め
の
整
備
手
法
や
発
注
方

法
、
ま
た
コ
ス
ト
縮
減
の

工
夫
な
ど
、
検
討
す
べ
き

こ
と
が
多
く
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
検
討
事
項
に
つ
い

て
、
現
在
、
民
間
事
業
者

を
対
象
に
、
サ
ウ
ン
デ
ィ

ン
グ
型
市
場
調
査
を
行
う

こ
と
と
し
て
お
り
、
導
入

す
る
機
器
の
選
択
や
、
発

注
・
整
備
方
法
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
。
整
備
方
針
を

早
急
に
立
て
、
設
置
を
着

実
に
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

問 

小
学
校
の
歯
科
検
診

で
異
常
が
発
見
さ
れ
な
が

ら
、
約
半
数
の
児
童
の
受

診
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い

実
態
が
あ
る
。
教
育
委
員

会
と
し
て
実
態
を
把
握
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が

ど
う
か
。

　

ま
た
、
医
療
費
助
成
制

度
の
な
い
地
域
は
学
校
健

診
後
の
受
診
率
が
低
い
と

い
う
結
果
も
あ
る
。
安
心

し
て
受
診
で
き
る
よ
う
、

子
供
の
医
療
費
窓
口
負
担

の
無
料
化
を
求
め
る
が
ど

う
か
。

答 

（
副
教
育
長
）
児
童
・

生
徒
の
健
康
の
保
持
増
進

を
図
る
た
め
、
学
校
に
受

診
勧
告
な
ど
の
適
切
な
事

後
措
置
を
求
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
必
要
が
あ
れ
ば
、

受
診
状
況
の
把
握
等
に
努

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

（
市
長
）
本
市
の
医
療
費

助
成
制
度
は
、
鳥
取
県
と

県
内
市
町
村
が
共
同
で
実

施
し
、
全
市
町
村
で
同
じ

制
度
と
し
て
運
用
し
て
お

り
、
本
市
が
独
自
に
自
己

負
担
を
無
料
と
す
る
こ
と

は
困
難
と
考
え
て
い
る
。

　

本
来
、
子
供
に
係
る
医

療
費
負
担
の
軽
減
に
つ
い

て
は
、
地
方
が
単
独
で
実

施
す
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
ど
こ
に
暮
ら
し
て
い

て
も
等
し
く
安
心
し
て
医

療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
全
国
一
律
の
少
子
化

対
策
の
制
度
と
し
て
国
の

責
任
に
お
い
て
実
施
す
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

引
き
続
き
、
国
に
制
度
創

設
を
要
望
し
て
い
き
た

い
。

問 

国
民
健
康
保
険
（
以

下
「
国
保
」
と
い
う
。）
の

加
入
者
は
、
退
職
者
や
無

所
得
者
が
多
く
を
占
め
て

い
る
が
、
国
保
料
の
高
さ

は
際
立
っ
て
い
る
。
現

在
、
本
市
の
国
保
運
営
準

備
基
金
は
⓫
億
３
９
０
０

万
円
あ
る
。
国
保
料
の
引

き
下
げ
は
１
世
帯
に
つ
き

１
万
円
ず
つ
の
引
き
下
げ

で
２
億
４
５
０
０
万
円
、

１
人
に
つ
き
１
万
円
ず
つ

の
引
き
下
げ
な
ら
３
億
９

０
０
０
万
円
あ
れ
ば
で
き

る
。
当
該
基
金
を
活
用

し
、
国
保
料
の
引
き
下
げ

を
求
め
る
が
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）
当
該
基
金

は
不
測
の
事
態
に
備
え
る

と
い
っ
た
目
的
が
あ
り
、

大
変
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

国
保
の
都
道
府
県
化
は
今

年
度
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か

り
で
あ
り
、
鳥
取
県
の
国

保
運
営
の
中
・
長
期
的
な

方
向
性
が
ま
だ
固
ま
っ
て

い
な
い
中
で
、
本
市
だ
け

が
政
策
的
な
判
断
を
推
し

進
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
と
考
え
る
。
現
時
点
で

は
、
被
保
険
者
の
保
険
料

負
担
の
軽
減
と
市
町
村
間

の
格
差
の
平
準
化
に
つ
な

が
る
制
度
設
計
と
な
る
よ

う
に
、
県
と
中
・
長
期
的

な
方
向
性
を
調
整
し
て
い

く
こ
と
が
最
優
先
と
考
え

て
お
り
、
そ
の
状
況
も
見

き
わ
め
な
が
ら
、
改
め
て

基
金
の
あ
り
方
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。
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一般質問（各個質問）

上
杉　

栄
一
（
会
派
新
生
）

広
域
消
防
に
関
連
し
て

吉
野　

恭
介
（
会
派
新
生
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル

の
評
価
と
今
後

前
田　

伸
一
（
公
明
党
）

Ｆ
Ｍ
鳥
取
の
受
信 

エ
リ
ア
拡
大
に
つ
い
て

問 

総
務
省
は
「
市
町
村

の
消
防
の
広
域
化
に
関
す

る
基
本
指
針
」
の
一
部
改

正
を
全
国
都
道
府
県
に
通

知
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

県
は
消
防
の
一
元
化
を
視

野
に
入
れ
て
消
防
体
制
を

研
究
す
る
会
を
設
置
し

た
。
消
防
の
広
域
化
に
つ

い
て
は
昭
和
�
年
、
県
東

部
⓯
市
町
村
で
組
織
す
る

東
部
広
域
行
政
管
理
組
合

で
広
域
消
防
に
集
約
し
て

お
り
、
県
の
一
元
化
に
は

反
対
す
る
。
市
長
の
見
解

を
問
う
。

答 

（
市
長
）
鳥
取
県
東

部
で
は
、
共
同
事
務
と
し

て
消
防
業
務
を
一
元
化
し

た
ほ
か
、
中
部
・
西
部
に

お
い
て
も
広
域
連
合
や
一

部
事
務
組
合
の
も
と
に
、

全
国
に
先
駆
け
て
、
地
形

や
地
勢
、
生
活
圏
、
医
療

圏
な
ど
を
勘
案
し
た
先
進

的
な
広
域
化
が
既
に
図
ら

れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。
管
轄
人
口
に
つ

い
て
も
、
国
が
示
す
広
域

消
防
本
部
の
規
模
と
し
て

適
正
な
状
態
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
ま
た
、
災

害
対
応
の
体
制
に
つ
い
て

も
、
大
規
模
災
害
が
発
生

ま
た
は
発
生
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
場
合
や
、
近
隣
で

の
大
規
模
災
害
発
生
等
の

場
合
に
備
え
て
、
県
内
各

広
域
消
防
さ
ら
に
は
全
国

消
防
本
部
と
の
応
援
・
受

援
体
制
を
確
立
し
て
い

る
。
本
県
に
お
い
て
は
既

に
市
町
村
消
防
の
広
域
化

は
で
き
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

問 

現
在
、
教
育
委
員
会

が
鋭
意
推
進
し
て
い
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の

制
度
は
５
年
目
を
迎
え
て

い
る
。
本
制
度
は
次
代
を

担
う
人
づ
く
り
の
責
任
を

地
域
・
保
護
者
・
学
校
の

３
者
が
共
有
し
、
学
校
の

課
題
解
決
に
つ
な
げ
る
上

で
重
要
な
制
度
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

成
果
及
び
評
価
、
ま
た
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
尋
ね

る
。

答 

（
副
教
育
長
）
社
会

総
が
か
り
で
子
供
た
ち
を

教
育
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ス
ク
ー
ル
の
仕
組
み
は
さ

ま
ざ
ま
な
学
校
課
題
に
応

え
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と

が
改
め
て
評
価
さ
れ
て
お

り
、
本
年
度
末
に
は
本
市

58
の
学
校
の
う
ち
48
校
で

導
入
さ
れ
る
見
込
み
で
あ

る
。
地
域
の
方
か
ら
日
常

的
に
支
援
を
得
る
だ
け
で

な
く
、
自
然
災
害
等
臨
時

的
な
対
応
に
お
い
て
も
綿

密
な
連
携
を
と
っ
て
い
る

例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
地
域
に
開
か
れ
た

学
校
の
あ
り
方
や
学
校
運

営
の
方
針
の
作
成
に
地
域

住
民
も
参
画
す
る
と
い
っ

た
視
点
で
は
、
ま
だ
研
究

の
余
地
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
校

を
指
定
す
る
な
ど
し
て
検

証
を
重
ね
、
よ
り
よ
い
制

度
と
な
る
よ
う
今
後
も
努

め
て
い
き
た
い
。

問 

本
年
の
６
月
議
会
で

Ｆ
Ｍ
鳥
取
の
エ
リ
ア
拡
充

が
決
定
し
て
い
る
が
、
こ

の
拡
大
エ
リ
ア
に
鳥
取
砂

丘
か
ら
東
側
海
岸
部
と
鳥

取
自
動
車
道
、
西
道
路
か

ら
距
離
の
あ
る
中
山
間
地

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
災

害
時
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
災

害
情
報
の
提
供
は
有
効
で

あ
り
、
全
市
的
な
エ
リ
ア

拡
大
に
つ
い
て
全
体
計
画

を
示
し
た
上
で
年
次
的
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
が
ど
う
か
。

答 

（
総
務
調
整
局
長
）

今
回
の
エ
リ
ア
拡
張
は
、

こ
れ
ま
で
市
街
地
に
限
ら

れ
て
い
た
放
送
エ
リ
ア
を

拡
大
し
行
政
情
報
の
み
な

ら
ず
、
災
害
発
生
時
に
は

防
災
情
報
な
ど
、
地
域
に

密
着
し
た
情
報
を
よ
り
多

く
の
人
に
聞
い
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
拡
大
エ
リ
ア
は
、
ラ

ジ
オ
放
送
の
特
性
を
生
か

し
、
車
な
ど
で
の
移
動
中

で
も
情
報
が
取
得
で
き
る

よ
う
、
交
通
の
大
動
脈
で

あ
る
山
陰
道
、
鳥
取
自
動

車
道
、
国
道
９
号
や
53
号

の
ほ
と
ん
ど
を
カ
バ
ー

し
、
本
市
の
広
い
範
囲
を

放
送
エ
リ
ア
と
す
る
よ
う

に
設
定
し
、
適
地
と
し
て

毛
無
山
、
小
倉
山
に
中
継

局
を
設
置
す
る
こ
と
と
し

た
。

（
市
長
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ 

ィ
ー
Ｆ
Ｍ
を
活
用
し
た
情

報
発
信
、
情
報
伝
達
は
非

常
に
有
効
な
手
段
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
防
災
対

策
等
に
も
で
き
る
限
り
活

用
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
地
形
等
に
よ
る

電
波
の
受
信
状
況
を
み
な

が
ら
、
何
ら
か
の
方
法
で

全
市
的
に
可
聴
エ
リ
ア
と

な
る
よ
う
に
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

児童が運営協議会の委員に学校の様子を紹介



とっとり市議会だより 平成30年９月定例会号 6

一般質問（各個質問）

勝
田　

鮮
二
（
結
）

小・中・義
務
教
育
学
校
へ 

エ
ア
コ
ン
設
置
を

米
村　

京
子
（
結
）

中
心
市
街
地
の
活
性

化
で
ま
ち
を
元
気
に

寺
坂　

寛
夫
（
会
派
新
生
）

安
心
・
安
全
な
道
路
通
行

対
策
の
推
進
を
！

問 

愛
知
県
の
小
学
校

で
、
校
外
学
習
に
参
加

し
、
そ
の
後
、
冷
房
の
な

い
教
室
に
戻
っ
た
１
年
生

の
男
子
児
童
が
熱
中
症
で

死
亡
し
た
痛
ま
し
い
事
案

が
あ
っ
た
。
本
市
に
お
い

て
も
７
・
８
月
に
㉚
度
超

え
の
日
数
が
各
㉕
日
間
も

あ
り
、
８
月
は
湖
山
で

㊴
・
２
度
、
青
谷
で
㊳
度

を
記
録
し
た
。
本
年
度
末

ま
で
に
中
学
３
年
生
の
教

室
へ
空
調
設
備
を
設
置
完

了
す
る
と
し
て
い
る
が
、

未
設
置
２
校
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
尋
ね
る
。
ま

た
、
全
て
の
普
通
教
室
へ

の
設
置
を
早
急
に
推
進
す

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

答 

（
教
育
長
）
空
調
設

備
の
整
備
は
、
学
校
生
活

や
授
業
の
妨
げ
と
な
ら
な

い
よ
う
考
慮
が
必
要
で
あ

る
。
特
に
騒
音
が
発
生
す

る
工
事
は
、
夏
季
休
業
中

に
集
中
し
て
整
備
す
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
お
り
、

学
校
行
事
や
テ
ス
ト
期
間

中
に
は
工
事
を
行
わ
な
い

よ
う
配
慮
を
し
な
が
ら
工

事
を
進
め
て
い
る
。
鹿
野

学
園
の
王
舎
城
学
舎
は
、

９
月
４
日
に
設
置
が
完
了

し
、
既
に
試
運
転
を
兼
ね

て
使
用
を
始
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
中
ノ
郷
中
学
校

は
、
５
月
下
旬
か
ら
施
工

し
て
い
る
が
、
教
室
数
等

が
多
い
こ
と
か
ら
、
11
月

中
旬
の
完
成
予
定
で
あ

る
。

（
市
長
）
現
在
、
民
間
事

業
者
を
対
象
と
し
た
サ
ウ

ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査

を
実
施
し
、
速
や
か
に
事

業
着
手
で
き
る
よ
う
に
計

画
策
定
を
進
め
て
い
る
。

早
急
に
整
備
を
進
め
る
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。

問 

中
心
市
街
地
の
事
業

所
数
や
商
店
数
、
年
間
販

売
額
は
全
体
的
に
減
少
が

続
い
て
い
る
。
ま
ち
は
活

力
が
失
わ
れ
、
空
き
家
・

空
き
店
舗
が
ま
す
ま
す
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
物

販
は
ネ
ッ
ト
通
販
に
シ
フ

ト
し
、
地
元
の
ま
ち
で
買

い
物
を
す
る
人
が
減
少
し

て
い
る
。
空
き
家
・
空
き

店
舗
を
活
用
し
、
魅
力
あ

る
ま
ち
に
す
る
た
め
の
施

策
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
本
年
３
月

に
策
定
し
た
第
３
期
中
心

市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

に
お
い
て
も
、
空
き
家
・

空
き
店
舗
等
を
活
用
し
た

中
心
市
街
地
の
魅
力
づ
く

り
を
重
点
施
策
に
上
げ
、

中
心
市
街
地
の
新
た
な
魅

力
の
創
出
や
定
住
促
進
、

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち

を
担
う
事
業
者
の
育
成
な

ど
を
図
る
た
め
、
地
域
と

連
携
し
た
活
用
可
能
な
空

き
家
な
ど
の
掘
り
起
こ
し

と
、
地
域
課
題
を
解
決
す

る
た
め
の
活
用
を
促
進
す

る
こ
と
に
し
て
お
り
、
引

き
続
き
取
り
組
ん
で
い

く
。

　

ま
た
、
中
心
市
街
地
の

活
性
化
を
図
る
た
め
に

は
、
地
域
住
民
や
民
間
事

業
者
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て

行
政
等
、
一
体
と
な
っ
た

取
り
組
み
を
力
強
く
進
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
も
市
民
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て

こ
の
ま
ち
を
盛
り
上
げ
て

い
き
た
い
。

問 

大
阪
北
部
地
震
で
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
転
倒
に
よ

り
小
学
生
が
亡
く
な
る
事

故
が
あ
り
、
全
国
の
多
く

の
自
治
体
で
は
民
間
危
険

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
・
改

善
事
業
の
助
成
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
関
係
各

課
の
連
携
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
各
町
内
会
や
自
主

防
災
会
と
連
携
を
図
る
な

ど
、
本
市
の
市
民
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
環
境
づ

く
り
の
取
り
組
み
推
進
を

図
る
必
要
が
あ
る
が
、
所

見
を
問
う
。

答 

（
市
長
）
民
間
の
ブ

ロ
ッ
ク
塀
は
本
来
、
所
有

者
が
安
全
管
理
を
行
う
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
こ
の
た
び
の
大
阪
北

部
の
地
震
を
受
け
て
、
本

市
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
所
有
者
が
み
ず
か
ら
安

全
管
理
を
行
う
よ
う
に
啓

発
し
、
ま
た
、
自
己
点
検

の
必
要
性
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

今
後
は
、
撤
去
や
改
修

に
対
す
る
補
助
制
度
を
設

け
て
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
さ
ら
な
る
安
全
対
策

の
推
進
を
図
り
、
ま
た
、

各
町
内
会
長
や
自
主
防
災

会
な
ど
を
通
じ
て
、
ブ
ロ 

ッ
ク
塀
の
危
険
性
、
補
助

制
度
の
周
知
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
意
識
を
高
め
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
の
安
全
対
策
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
。

空き家会議vol.2「学」の様子

市役所本庁舎ブロック塀（撤去済み）
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一般質問（各個質問）

田
村　

繁
已
（
公
明
党
）

地
域
生
活
交
通
の
確
保

つ
い
て

太
田　
　

緣
（
無
所
属
）

本
市
に
適
し
た
文
化

財
の
保
存
活
用
を

山
田　

延
孝
（
会
派
新
生
）

豪
雨
・
台
風
に
よ
る

水
害
対
策
に
つ
い
て

問 

人
口
減
少
・
高
齢
化

が
進
展
し
、
免
許
返
納
さ

れ
た
高
齢
者
、
認
知
機
能

や
身
体
機
能
の
低
下
か
ら

自
動
車
の
運
転
に
不
安
を

覚
え
る
人
が
ふ
え
、
生
活

交
通
の
維
持
・
確
保
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
運
転
手
不
足
も
深
刻

化
す
る
中
、
運
行
事
業
者

に
頼
ら
な
い
移
動
手
段
を

構
築
し
て
い
く
こ
と
も
必

要
と
考
え
る
が
、
ど
う
認

識
し
、
今
後
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
生
活
交
通

に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
今
ま

で
以
上
に
高
ま
っ
て
い
く

一
方
で
、
バ
ス
・
タ
ク

シ
ー
事
業
者
は
、
人
口
減

少
等
に
よ
り
運
転
手
の
確

保
に
苦
慮
さ
れ
て
お
り
、

事
業
者
の
み
で
の
生
活
交

通
の
確
保
は
限
界
が
来
て

い
る
も
の
と
認
識
し
て
い

問 

文
化
財
保
護
法
の
改

正
に
よ
り
文
化
財
は
保
護

か
ら
活
用
に
大
き
く
シ
フ

ト
し
た
。
城
下
町
の
景
観

重
要
建
造
物
の
活
用
や
、

景
観
重
要
地
域
内
に
お
け

る
山
の
稜
線
を
壊
さ
な
い

協
定
な
ど
市
民
と
一
緒
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
課
題
の
解
決

に
は
全
庁
的
に
取
り
組

み
、
本
市
独
自
の
構
想
と

す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
今
後
の
取
り
組
み
と

市
長
の
決
意
を
尋
ね
る
。

答 

（
教
育
長
）
今
回
の

法
改
正
に
よ
り
文
化
庁
の

認
定
す
る
文
化
財
保
存
活

用
地
域
計
画
を
策
定
し
、

地
域
の
特
性
に
合
わ
せ
た

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

本
市
で
は
、
今
年
度
か

ら
32
年
度
に
か
け
て
、
こ

の
計
画
の
基
礎
と
な
る
歴

史
文
化
基
本
構
想
の
策
定

問 

千
代
川
の
土
砂
の
堆

積
や
樹
木
の
繁
茂
に
よ
る

河
川
の
流
量
や
流
速
へ
の

影
響
は
大
き
く
、
河
道
の

整
備
は
喫
緊
の
課
題
と
考

え
る
。
豪
雨
や
台
風
に
よ

る
河
川
の
氾
濫
を
防
ぎ
市

民
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
鳥
取
県
と
も
連
携
・

協
力
し
、
国
に
対
し
て
千

代
川
の
土
砂
の
撤
去
と
樹

木
の
伐
採
を
含
む
河
床
整

理
に
つ
い
て
強
力
に
働
き

か
け
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
る
が
、
市
長
の
所
見
を

尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
千
代
川
の

洪
水
被
害
か
ら
流
域
の
市

民
生
活
を
守
り
、
経
済
活

動
の
柱
で
あ
る
道
路
や
鉄

道
等
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
を

水
害
リ
ス
ク
か
ら
守
る
た

め
に
、
直
轄
河
川
が
あ
る

関
係
市
町
村
が
ま
と
ま
っ

て
、
治
水
施
設
の
整
備
を

計
画
的
に
進
め
て
い
く
よ

る
。
支
所
長
会
議
や
総
合

支
所
の
担
当
者
会
で
、
生

活
交
通
の
現
状
や
危
機
感

の
共
有
を
図
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
も
現
状
を
伝

え
、
住
民
み
ず
か
ら
地
域

の
生
活
交
通
を
守
っ
て
い

こ
う
と
い
う
意
識
の
醸
成

に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
・

課
題
に
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
る
市
内
や
先
進
自
治
体

の
事
例
紹
介
、
移
動
手
段

が
構
築
さ
れ
る
ま
で
の
手

順
書
の
作
成
、
移
動
ニ
ー

ズ
の
把
握
に
係
る
助
言
な

ど
、
必
要
な
支
援
を
行
い

な
が
ら
、
地
域
住
民
の
皆

さ
ん
と
一
緒
に
取
り
組
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
策

定
に
当
た
っ
て
は
、
文
化

財
の
所
有
者
や
観
光
関
係

者
を
含
め
、
広
く
市
民
の

協
力
を
得
て
、
本
市
に
適

し
た
文
化
財
の
保
存
活
用

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

（
市
長
）
本
市
に
は
非
常

に
す
ば
ら
し
い
地
域
資
源

が
数
多
く
あ
り
、
保
存
す

る
だ
け
で
な
く
、
活
用
と

い
う
視
点
に
立
っ
て
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
教
育
委
員
会
と

も
連
携
し
な
が
ら
し
っ
か

り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

う
に
毎
年
国
に
要
望
し
て

い
る
。
ま
た
、
昨
年
７
月

の
九
州
北
部
豪
雨
に
お
い

て
流
木
に
よ
り
被
害
が
拡

大
し
た
こ
と
を
受
け
、
河

川
の
立
木
伐
採
、
河
床
整

理
を
早
急
に
実
施
す
る
よ

う
、
今
年
度
、
国
・
県
に

対
し
新
た
に
要
望
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
こ
と
し
７
月
の
西
日

本
豪
雨
に
よ
る
被
害
を
受

け
、
中
核
市
市
長
会
に
お

い
て
も
、
同
様
の
対
策
に

つ
い
て
国
に
対
し
緊
急
要

請
を
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
る
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
千

代
川
の
治
水
事
業
が
促
進

さ
れ
る
よ
う
、
県
と
も
協

力
し
な
が
ら
、
国
に
働
き

か
け
て
い
き
た
い
。

鳥取城跡周辺の景観
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一般質問（各個質問）

平
野
真
理
子
（
公
明
党
）

鳥
取
市
防
災
指
導
員
・
防
災
リ
ー

ダ
ー
の
強
化
と
充
実
に
つ
い
て

角
谷　

敏
男
（
共
産
党
）

二
元
代
表
制
と 

与
党
会
派
・
野
党
会
派

雲
坂　
　

衛
（
会
派
新
生
）

災
害
時
に
命
を
守
る

情
報
伝
達
を

問 

本
市
は
、
防
災
指
導

員
・
防
災
リ
ー
ダ
ー
制
度

を
構
築
し
⓾
年
、
防
災

リ
ー
ダ
ー
養
成
は
着
実
に

進
ん
で
き
て
い
る
と
評
価

す
る
。
防
災
リ
ー
ダ
ー
認

定
後
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の

で
き
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

研
修
の
あ
り
方
や
地
域
防

災
の
強
化
に
つ
な
が
る

リ
ー
ダ
ー
の
活
動
を
さ
ら

に
強
化
し
充
実
を
図
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
今
後
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
尋
ね

る
。

答 

（
市
長
）
市
独
自
で

防
災
リ
ー
ダ
ー
を
養
成

し
、
地
域
へ
の
防
災
活
動

の
推
進
に
資
す
る
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
自
治
体

は
県
内
は
例
が
な
く
、
地

域
防
災
力
の
強
化
に
向
け

た
進
ん
だ
取
り
組
み
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
一

方
、
こ
の
制
度
を
制
定
し

10
年
が
経
過
し
、
過
去
の

問 

地
方
自
治
体
の
運
営

は
国
の
統
治
機
構
と
は
異

な
る
。
本
市
議
会
が
制
定

し
た
議
会
基
本
条
例
の
前

文
で
も
、
二
元
代
表
制
を

明
確
に
し
て
い
る
が
、
市

長
は
こ
の
二
元
代
表
制
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
自
治
体
の

首
長
に
対
す
る
与
党
会
派

と
野
党
会
派
の
存
在
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
の
か
問

う
。

答 
（
市
長
）
憲
法
は
、

地
方
自
治
体
の
長
及
び
議

会
の
議
員
の
い
ず
れ
も
が

住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
。
二

元
代
表
制
と
は
、
議
会
、

首
長
、
そ
れ
ぞ
れ
が
住
民

の
代
表
と
し
て
、
対
等
な

立
場
に
立
っ
て
自
治
体
を

運
営
し
て
い
く
仕
組
み
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

国
は
、
国
会
が
指
名
す

る
内
閣
総
理
大
臣
が
組
閣

問 

特
に
大
雨
の
際
、
屋

外
ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
は
聞

こ
え
な
い
た
め
、
防
災
行

政
無
線
の
戸
別
受
信
機

と
、
町
内
放
送
設
備
を
連

結
さ
せ
、
町
内
全
体
の
屋

内
で
放
送
で
き
る
対
策
を

進
め
て
い
る
地
域
が
あ

る
。
現
在
、
本
市
で
検
討

し
て
い
る
対
策
に
加
え

て
、
費
用
対
効
果
か
ら
も

有
効
と
思
わ
れ
る
こ
の
対

策
を
拡
大
・
支
援
し
て
は

ど
う
か
。

答 

（
市
長
）
現
在
、
本

市
が
整
備
し
て
い
る
防
災

行
政
無
線
の
戸
別
受
信
機

と
、
町
内
放
送
設
備
と
を

連
結
す
る
こ
と
は
可
能
と

考
え
る
が
、
他
の
機
器
と

の
連
結
を
想
定
し
て
い
な

状
況
、
こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
を
検
証
し
、
防
災

リ
ー
ダ
ー
が
地
域
で
活
動

し
て
い
く
た
め
に
は
ど
ん

な
知
識
が
必
要
な
の
か
、

ど
う
す
れ
ば
実
践
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
か
を
検
証

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
今
後
、
各
自
主
防
災

会
の
皆
さ
ん
の
御
意
見
な

ど
も
伺
い
な
が
ら
、
防
災

リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修
の
内

容
も
見
直
し
を
行
う
こ
と

で
地
域
防
災
力
の
さ
ら
な

る
向
上
を
図
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

し
、
国
会
に
対
し
て
責
任

を
負
う
と
い
う
議
院
内
閣

制
で
あ
る
た
め
に
、
内
閣

総
理
大
臣
選
出
の
母
体
と

な
っ
た
党
派
が
与
党
、
そ

れ
以
外
の
党
派
が
野
党
と

い
う
関
係
が
構
成
さ
れ
て

い
る
。
地
方
議
会
で
も
与

党
・
野
党
と
表
現
を
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、
国
に

お
け
る
枠
組
み
と
は
本
来

的
に
は
異
な
る
と
認
識
し

て
い
る
。
地
方
で
は
、
議

会
と
執
行
部
が
と
も
に
住

民
を
代
表
す
る
対
等
な
機

関
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お

り
、
議
会
は
市
の
最
高
意

思
決
定
機
関
と
し
て
、
執

行
部
の
提
案
等
に
対
し
さ

ま
ざ
ま
な
論
点
か
ら
審
議

い
た
だ
い
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。

い
の
で
、
設
計
上
の
安
全

性
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
。
近
年
、
全
国
で
大
き

な
災
害
が
多
発
し
て
い
る

中
、
災
害
情
報
の
伝
達
は

命
を
守
る
行
動
を
促
す
上

で
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高

ま
っ
て
お
り
、
本
市
で

は
、
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
に

よ
る
防
災
行
政
無
線
を
整

備
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を

補
完
す
る
防
災
行
政
無
線

の
戸
別
受
信
機
の
ほ
か
に

も
、
時
間
や
場
所
を
問
わ

ず
停
電
時
で
も
起
動
す
る

機
器
の
導
入
研
究
を
進
め

て
お
り
、
で
き
る
だ
け
早

い
時
期
に
最
善
策
を
見
き

わ
め
た
い
。

デジタル屋外拡声子局
（写真は青谷町の整備例）

回収予定の戸別受信機
（写真右下／防災ラジオ付）

防災リーダー研修会の様子
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一般質問（各個質問）

砂
田　

典
男
（
会
派
新
生
）

指
定
避
難
所
の
見
直
し

に
つ
い
て

足
立　

考
史
（
無
所
属
）

会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
に
つ
い
て

石
田
憲
太
郎
（
公
明
党
）

消
防
団
員
の
準
中
型
免
許
取
得

に
係
る
公
費
負
担
に
つ
い
て

問 

本
市
の
防
災
計
画
で

は
6
万
９
４
４
０
人
を
避

難
所
等
に
収
容
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
全

市
民
が
避
難
対
象
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
だ
け
の
避
難
箇

所
で
は
当
然
収
容
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た

び
の
災
害
で
、
現
在
の
避

難
所
や
屋
内
指
定
緊
急
避

難
所
の
安
全
性
が
疑
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
早
急
に

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し

が
必
要
だ
と
思
う
が
市
長

の
見
解
を
尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
国
が
平
成

28
年
６
月
に
公
表
し
た
千

代
川
水
系
の
洪
水
浸
水
想

定
区
域
図
に
よ
る
と
、
浸

水
継
続
時
間
は
千
代
川
右

岸
の
袋
川
以
北
で
は
24
時

間
未
満
と
な
っ
て
い
る
。

市
内
全
域
で
見
て
も
、
浸

水
継
続
時
間
は
最
長
で
72

時
間
未
満
と
な
っ
て
お

り
、
浸
水
区
域
で
あ
っ
て

問 

全
国
自
治
体
の
非
常

勤
職
員
約
�
万
人
は
従
来

の
事
務
補
助
業
務
で
は
な

く
、
基
幹
的
業
務
を
行
っ

て
い
る
実
態
が
あ
る
が
、

２
０
２
０
年
４
月
よ
り
施

行
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
は
ど
の
よ
う
な

制
度
か
。
ま
た
、
関
係
条

例
改
正
へ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
及
び
市
財
政
へ
の
負
担

増
に
対
す
る
問
題
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か

問
う
。

答 

（
総
務
部
長
）
特
別

職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時

職
員
の
任
用
要
件
が
厳
格

化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一

般
職
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
、
会
計
年
度
任
用
職
員

に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら

れ
、
そ
の
任
用
根
拠
が
明

確
化
さ
れ
た
。
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
は
、
本
年
５

月
に
実
施
し
た
臨
時
・
非

常
勤
職
員
の
実
態
把
握
調

問 

道
路
交
通
法
の
改
正

に
よ
り
、
準
中
型
免
許
が

新
設
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

り
、
平
成
㉙
年
３
月
⓬
日

以
降
普
通
免
許
を
取
得
し

た
新
規
加
入
団
員
は
消
防

車
が
運
転
で
き
な
い
場
合

が
あ
る
。
国
は
法
改
正
後

に
普
通
免
許
を
取
得
す
る

経
費
に
特
別
交
付
税
措
置

を
講
ず
る
と
し
て
い
る

が
、
消
防
団
員
の
準
中
型

免
許
取
得
に
係
る
公
費
負

担
制
度
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
現

在
、
本
市
で
は
車

両
総
重
量
３
・
５

ト
ン
以
上
の
消
防

ポ
ン
プ
車
を
44
台

所
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
29
年

３
月
12
日
以
降
に

取
得
し
た
普
通
免

許
で
は
運
転
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い

も
長
期
に
わ
た
る
浸
水
と

は
な
ら
な
い
と
想
定
さ
れ

て
い
る
。
移
動
が
困
難
な

場
合
な
ど
に
は
、
一
時
的

に
自
宅
の
２
階
や
近
隣
の

高
い
建
物
に
垂
直
避
難
す

る
こ
と
が
安
全
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
本
市
と
し

て
は
、
浸
水
区
域
の
中
で

あ
っ
て
も
垂
直
避
難
が
可

能
な
施
設
は
水
害
時
の
避

難
所
と
す
る
よ
う
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
現
実
的
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
に
立

ち
、
地
域
防
災
計
画
も
そ

れ
に
沿
っ
て
見
直
す
こ
と

と
し
て
い
る
。

査
の
結
果
を
も
と
に
検
討

を
行
っ
て
お
り
、
平
成
31

年
の
春
を
め
ど
に
制
度
概

要
の
案
を
取
り
ま
と
め
、

関
係
す
る
条
例
を
平
成
31

年
の
６
月
議
会
な
い
し
は

９
月
議
会
に
提
案
す
る
予

定
で
あ
る
。
な
お
、
会
計

年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

は
新
た
に
期
末
手
当
の
支

給
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

現
状
よ
り
多
く
の
財
政
負

担
が
生
ず
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

（
市
長
）
総
務
省
で
は
新

た
な
地
方
財
政
措
置
を
検

討
し
て
お
り
、
本
年
６
月

に
は
全
国
市
長
会
の
重
要

提
言
内
容
の
一
つ
と
し
て

国
に
要
請
し
て
い
る
。
今

後
も
、
鳥
取
県
市
長
会
や

中
核
市
市
長
会
を
通
じ

て
、
ま
た
県
と
連
携
し

て
、
地
方
財
政
措
置
の
実

施
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

国
に
要
望
し
て
い
く
。

る
が
、
現
時
点
で
対
象
と

な
る
消
防
団
員
は
い
な
い

状
況
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
今
後
、
新
入
団
員

を
迎
え
る
に
当
た
り
、
該

当
と
な
る
ケ
ー
ス
も
想
定

さ
れ
る
た
め
、
消
防
団
幹

部
の
皆
さ
ん
と
の
協
議
や

他
市
の
事
例
も
参
考
に
し

な
が
ら
、
免
許
取
得
に
関

す
る
補
助
制
度
の
新
設
等

を
検
討
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

第62回鳥取市消防団ポンプ操法大会の様子
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一般質問（各個質問）

秋
山　

智
博
（
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
の
人

材
確
保
と
賃
金
ア
ッ
プ
に
つ
い
て

桑
田　

達
也
（
公
明
党
）

市
長
は
市
民
の
た
め

に
確
た
る
姿
勢
を

星
見　

健
蔵
（
会
派
新
生
）

自
由
貿
易
に
よ
り
影
響
を 

受
け
る
農
家
を
守
る
制
度
へ

問 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

は
人
材
確
保
に
大
変
困
っ

て
い
る
が
対
応
に
つ
い
て

尋
ね
る
。
ま
た
、
３
６
０

名
余
り
の
方
が
働
い
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
約
�
名

の
方
が
処
遇
改
善
等
事
業

で
賃
金
が
上
が
っ
た
。
そ

の
内
容
を
問
う
。
さ
ら

に
、
あ
と
約
３
０
０
名
の

方
の
賃
金
向
上
に
キ※

ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業

が
取
り
組
め
な
い
か
問

う
。

答 

（
教
育
長
）
国
の
補

助
事
業
を
活
用
す
る
な
ど

賃
金
水
準
の
改
善
を
図
っ

た
り
、
支
援
員
の
確
保
が

可
能
か
ど
う
か
保
護
者
会

と
協
議
を
行
っ
た
り
、
保

育
士
の
資
格
を
持
つ
退
職

者
へ
呼
び
か
け
る
な
ど
、

人
員
確
保
の
一
助
と
な
る

よ
う
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て

い
る
。

　

平
成
29
年
度
か
ら
賃
金

問 

明
年
、
本
市
は
市
制

施
行
か
ら
１
３
０
年
の
節

目
を
迎
え
る
。
新
た
な
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
ち
、

市
民
と
と
も
に
、
明
る
い

展
望
を
見
出
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
国
政
は
確

た
る
政
治
哲
学
に
基
づ
く

政
治
を
国
民
に
反
映
し
て

い
な
い
。
地
方
の
現
状
を

考
え
れ
ば
、
市
長
は
政
治

家
と
し
て
政
治
判
断
す
べ

き
場
面
で
は
意
思
表
示
を

し
っ
か
り
行
い
、
県
や
国

に
対
し
て
強
く
発
言
す
べ

き
だ
が
そ
の
決
意
は
ど
う

か
。

答 

（
市
長
）
市
政
を
進

め
て
い
く
上
で
大
切
な
こ

と
は
、
た
と
え
立
場
や
考

え
方
が
違
っ
て
も
、
目
標

や
目
指
す
べ
き
姿
を
共
有

し
な
が
ら
、
正
確
な
情
報

に
基
づ
く
冷
静
か
つ
客
観

的
な
議
論
を
経
て
、
ま

た
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
等

問 

収
入
保
険
制
度
は
青

色
申
告
を
行
う
こ
と
が
第

一
条
件
で
あ
り
、
農
業
者

が
加
入
す
る
と
な
る
と
年

間
収
入
が
一
定
程
度
高
い

個
人
や
組
織
に
限
定
さ

れ
、
全
て
の
生
産
農
家
が

活
用
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
収
入
補
填
の
対
策
と

し
て
は
不
十
分
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
自
由
貿
易

に
よ
り
影
響
を
受
け
る
全

て
の
農
家
を
守
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
る
が
、

市
長
の
所
見
を
問
う
。

答 

（
市
長
）
収
入
保
険

制
度
は
、
農
業
の
経
営
の

安
定
化
を
図
る
上
で
重
要

な
施
策
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
が
、
既
存
の
農
業
共

済
制
度
、
野
菜
価
格
安
定

制
度
、
肉
用
牛
肥
育
経
営

安
定
特
別
対
策
事
業
等
と

の
併
用
が
で
き
な
い
こ
と

や
、
対
象
農
家
が
青
色
申

告
を
行
う
農
家
に
限
定
さ

改
善
を
目
的
と
し
た
処
遇

改
善
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
こ
の
事
業
は
平
成

25
年
度
の
賃
金
と
比
べ
て

改
善
を
行
っ
た
場
合
に
対

し
て
の
支
援
で
あ
り
、
こ

の
２
年
間
で
１
人
当
た
り

平
均
、
年
間
47
万
円
の
改

善
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇

改
善
事
業
は
、
支
援
員
の

資
格
を
持
っ
た
方
が
対
象

と
な
る
。
補
助
員
の
方
な

ど
資
格
の
な
い
方
に
つ
い

て
は
講
習
や
研
修
を
受

け
、
一
刻
も
早
く
支
援
員

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
上
で
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
が

適
用
で
き
れ
ば
と
考
え
て

い
る
。

※
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業

　

経
験
等
に
応
じ
た
放
課
後
児
童
支

援
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費
を

補
助
す
る
制
度

も
真
摯
に
受
け
と
め
な
が

ら
、
市
民
の
た
め
に
一
つ

の
方
向
性
に
収
れ
ん
さ
せ

る
べ
く
最
大
限
の
努
力
を

続
け
て
い
く
こ
と
が
市
長

と
し
て
大
変
重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
日
々
の

安
全
・
安
心
・
快
適
な
暮

ら
し
を
確
保
し
て
い
く
と

と
も
に
、
次
の
世
代
の
人

た
ち
が
ふ
る
さ
と
を
誇
り

に
思
い
、
将
来
に
向
け
て

希
望
を
持
て
る
よ
う
、
こ

れ
か
ら
も
し
っ
か
り
と
議

論
し
な
が
ら
、
市
長
と
し

て
進
む
べ
き
方
向
性
を
市

民
の
皆
さ
ん
に
示
し
て
い

き
た
い
。

れ
る
こ
と
な
ど
、
農
家
に

と
っ
て
少
し
利
用
し
づ
ら

い
面
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
本
市
の
農
地
・
農
業

の
状
況
を
見
る
と
、
大
規

模
な
生
産
法
人
だ
け
で
は

な
く
て
、
兼
業
農
家
、
ま

た
小
規
模
農
家
な
ど
多
く

の
生
産
者
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
。
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
交
付
金
を

初
め
と
す
る
日
本
型
直
接

支
払
制
度
の
拡
充
な
ど
、

小
規
模
・
兼
業
農
家
や
家

族
経
営
の
農
家
も
視
野
に

入
れ
た
幅
広
い
国
の
農
業

政
策
の
充
実
や
強
化
対
策

も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
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一般質問（各個質問）

長
坂　

則
翁
（
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

産
業
廃
棄
物
中
間
処
理
施
設

の
課
題
解
決
に
向
け
て
！

魚
﨑　
　

勇
（
会
派
新
生
）

本
市
の
健
康
長
寿
社
会

の
推
進
に
つ
い
て

西
村
紳
一
郎
（
会
派
新
生
）

防
災
行
政
無
線
整
備

に
関
連
し
て

問 

三
山
口
地
内
に
お
け

る
産
業
廃
棄
物
中
間
処
理

事
業
者
で
長
年
産
業
廃
棄

物
に
関
す
る
問
題
が
多
く

あ
る
と
地
元
か
ら
伺
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
三
山
口
地

内
の
産
業
廃
棄
物
中
間
処

理
施
設
横
に
は
公※

図
上
、

圃
場
整
備
で
登
記
さ
れ
た

国
有
地
で
あ
る
赤
線
青
線

（
里
道
）
が
あ
る
と
理
解

し
て
い
る
が
、
こ
の
赤
線

青
線
に
つ
い
て
本
市
と
し

て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
の
か
尋
ね
る
。

答 

（
総
務
調
整
局
長
）

こ
の
土
地
は
平
成
16
年
に

国
か
ら
本
市
に
譲
渡
さ
れ

た
。
里
道
、
水
路
は
、
確

か
に
公
図
上
に
あ
り
、
現

在
、
隣
接
す
る
土
地
の
関

係
者
に
対
し
て
問
い
合
わ

せ
を
行
っ
て
い
る
状
況
で

あ
る
。

（
市
長
）
こ
の
事
案
は
長

年
の
懸
案
事
項
で
あ
り
、

問 

健
康
長
寿
社
会
の
実

現
に
は
高
齢
者
の
食
事
に

対
す
る
支
援
が
重
要
で
あ

る
。
肉
な
ど
の
た
ん
ぱ
く

質
を
し
っ
か
り
食
べ
る
こ

と
が
有
効
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
加
齢
に
よ
る
食
欲

や
消
化
能
力
の
低
下
、
ま

た
食
が
細
く
な
る
こ
と
で

野
菜
を
食
べ
る
量
も
減

り
、
た
ん
ぱ
く
質
の
不
足

や
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
偏

り
が
ち
に
な
る
。
適
切
に

た
ん
ぱ
く
質
や
野
菜
を
摂

取
で
き
る
よ
う
対
策
に
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い

る
の
か
尋
ね
る
。

答 

（
健
康
こ
ど
も
部
長
）

高
齢
期
の
食
事
量
の
減
少

等
に
よ
る
低
栄
養
状
態
を

予
防
す
る
た
め
、
地
域
に

お
け
る
健
康
教
室
や
健
康

相
談
時
に
、
栄
養
士
が
年

齢
に
応
じ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

必
要
量
や
た
ん
ぱ
く
質
推

奨
量
、
食
材
の
選
び
方
な

問 

毎
年
の
よ
う
に
豪
雨

災
害
が
発
生
し
て
い
る
。

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ

う
な
災
害
か
ら
命
を
守
る

た
め
に
は
災
害
対
策
本
部

が
発
表
す
る
避
難
情
報
を

「
自
分
の
こ
と
」
と
し
て

緊
張
感
を
持
っ
て
受
け
取

り
、
い
ち
早
く
行
動
に
移

す
こ
と
が
必
要
と
考
え

る
。
避
難
の
呼
び
か
け
を

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
「
人

の
心
」
に
届
け
ら
れ
る
か

真
剣
に
検
討
す
る
べ
き
で

あ
る
。
市
長
の
所
見
を
尋

ね
る
。

答 

（
市
長
）
こ
の
た
び

の
７
月
豪
雨
で
は
気
象
庁

が
特
別
警
報
を
発
令
し
、

多
く
の
自
治
体
が
避
難
指

示
等
を
発
令
し
た
が
、
避

難
指
示
等
の
意
味
が
理
解

で
き
て
い
な
い
、
あ
る
い

は
自
分
は
大
丈
夫
だ
と

思
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り

避
難
が
お
く
れ
、
全
国
的

地
元
の
皆
さ
ん
が
苦
労
し

て
お
ら
れ
る
こ
と
は
私
も

十
分
承
知
し
て
い
る
。
こ

と
し
４
月
に
本
市
は
中
核

市
に
移
行
し
、
一
般
廃
棄

物
は
も
と
よ
り
産
業
廃
棄

物
に
関
し
て
も
所
掌
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
よ
り
地

元
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
事
案

に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
地
元
の
皆
さ

ん
に
も
話
を
し
っ
か
り
伺

い
な
が
ら
、
事
実
関
係
を

し
っ
か
り
と
把
握
し
て
、

三
山
口
地
内
の
産
業
廃
棄

物
中
間
処
理
業
者
へ
適
切

な
指
導
を
行
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

※
公
図

　

法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る

図
面
で
、
土
地
の
位
置
や
形
状
を
確

定
す
る
た
め
の
法
的
な
地
図

ど
の
指
導
を
行
っ
て
い

る
。
生
活
習
慣
病
予
防
や

栄
養
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と

る
上
で
も
欠
か
せ
な
い
野

菜
の
摂
取
に
つ
い
て
も
、

１
日
に
必
要
な
量
や
、
食

べ
や
す
い
調
理
法
な
ど
の

情
報
提
供
も
行
っ
て
い

る
。
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食

生
活
は
、
い
つ
ま
で
も
元

気
で
生
き
生
き
と
し
た
暮

ら
し
に
大
き
く
つ
な
が
る

も
の
で
あ
り
、
今
後
も
高

齢
者
の
皆
さ
ん
へ
の
食
育

の
推
進
、
普
及
啓
発
は
も

と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
代

に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
適

切
な
食
育
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

に
大
き
な
人
的
被
害
を
も

た
ら
し
た
。
本
市
の
防
災

行
政
無
線
は
、
ゆ
っ
く
り

と
し
た
話
し
方
で
住
民
の

皆
さ
ん
に
聞
き
取
り
や
す

い
よ
う
放
送
し
て
い
る

が
、
よ
り
簡
潔
で
わ
か
り

や
す
い
表
現
で
避
難
を
呼

び
か
け
る
よ
う
に
し
た
。

ま
た
、
現
在
、
行
政
、
住

民
、
有
識
者
、
関
係
機
関

で
構
成
す
る
「
平
成
30
年

７
月
豪
雨
等
を
教
訓
と
し

た
安
全
・
避
難
対
策
の
あ

り
方
研
究
会
」
の
中
で
避

難
の
呼
び
か
け
方
法
や
ど

の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で

呼
び
か
け
る
の
が
効
果
的

か
と
い
っ
た
こ
と
も
研
究

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
い

ち
早
く
避
難
や
安
全
確
保

を
図
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。
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一般質問（各個質問）

橋
尾　

泰
博
（
結
）

市
民
所
得
の
向
上
を

目
指
し
て

椋
田　

昇
一
（
無
所
属
）

千
代
川
流
域
唯
一
の
堤
外

民
有
地
問
題
の
解
決
を

横
山　
　

明
（
会
派
新
生
）

こ
ど
も
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

問 

地
域
の
活
力
を
見
る

指
標
の
１
つ
に
人
口
１
人

当
た
り
の
県
民
所
得
が
あ

る
。
全
国
平
均
は
３
０
６

万
円
、
１
位
は
東
京
都
４

４
３
万
円
、
鳥
取
県
は

ワ
ー
ス
ト
２
位
の
２
３
４

万
円
で
あ
る
。

　

所
得
を
ふ
や
す
こ
と

は
、
市
の
財
政
・
政
策
に

も
大
き
な
影
響
が
あ
る
。

生
産
性
を
上
げ
市
民
の
所

得
を
ふ
や
す
方
策
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
市
民
所
得

の
向
上
に
当
た
っ
て
は
、

鳥
取
市
創
生
総
合
戦
略
の

柱
の
一
つ
に
、「
正
規
雇

用
の
創
出
・
市
民
の
所
得

向
上
が
か
な
う
し
ご
と
づ

く
り
」
を
掲
げ
る
と
と
も

に
、
鳥
取
市
経
済
成
長
プ

ラ
ン
に
お
い
て
も
就
業
者

１
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を

平
成
34
年
度
ま
で
の
５
年

問 

国
安
の
集
落
は
、
大

正
７
年
の
千
代
川
の
大
洪

水
に
よ
る
堤
防
の
つ
け
か

え
に
よ
っ
て
、
現
在
地
に

集
団
移
転
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
そ
こ
で

農
業
を
営
ん
で
き
た
が
、

昭
和
㊷
年
に
河
川
法
に
よ

る
河※

川
区
域
・
３
号
地
と

告
示
さ
れ
た
。
所
有
者
の

同
意
も
何
も
な
い
。
こ
ん

な
理
不
尽
で
不
条
理
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
い
い
も
の

か
、
市
長
の
考
え
を
尋
ね

る
。

答 

（
市
長
）
国
安
地
区

に
あ
る
千
代
川
の
堤
外
農

地
は
た
び
た
び
の
浸
水
被

害
に
見
舞
わ
れ
、
地
元
農

家
の
皆
さ
ん
が
大
変
苦
労

さ
れ
て
い
る
状
況
は
十
分

承
知
し
て
い
る
。
千
代
川

史
や
鳥
取
市
誌
に
記
載
さ

れ
る
歴
史
や
、
議
員
か
ら

紹
介
の
あ
っ
た
地
元
の
歴

史
的
な
経
過
を
改
め
て

問 

福
祉
と
教
育
が
一
体

と
な
り
、
発
達
上
の
困
難

を
抱
え
る
子
供
や
そ
の
保

護
者
に
対
し
、
乳
幼
児
か

ら
⓲
歳
未
満
ま
で
の
各
段

階
に
応
じ
た
切
れ
目
な
い

一
貫
し
た
総
合
支
援
を
行

う
こ
と
を
目
的
に
、
本
年

５
月
１
日
、「
こ
ど
も
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
鳥

取
市
教
育
セ
ン
タ
ー
内
に

設
置
さ
れ
た
。
設
置
に
至

る
ま
で
の
取
り
組
み
や
課

題
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

答 

（
市
長
）
近
年
、
子

供
の
発
達
に
関
す
る
相
談

は
増
加
し
て
お
り
、
保
育

園
や
幼
稚
園
か
ら
小
学
校

へ
入
学
す
る
時
期
に
、
福

祉
の
場
か
ら
教
育
の
場
へ

の
支
援
が
う
ま
く
引
き
継

が
れ
な
い
状
況
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま

で
の
相
談
・
支
援
体
制
で

は
対
応
し
切
れ
ず
、
切
れ

目
の
な
い
、
適
切
な
支
援

間
で
10
％
向
上
さ
せ
る
目

標
を
掲
げ
て
各
種
施
策
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
具
体

的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
企

業
誘
致
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
産

業
の
創
出
な
ど
に
加
え
、

今
年
度
よ
り
、
生
産
性
を

高
め
る
設
備
を
取
得
し
た

中
小
企
業
の
固
定
資
産
税

を
３
年
間
ゼ
ロ
に
す
る
軽

減
措
置
や
設
備
投
資
に
よ

り
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
で
従
業
員
の
所
定
内

賃
金
の
向
上
を
図
る
取
り

組
み
に
対
す
る
補
助
制
度

な
ど
の
新
た
な
支
援
も
始

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
も
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に

解
決
に
向
け
て
検
討
す
る

よ
う
、
国
土
交
通
省
に
要

望
し
て
き
た
と
こ
ろ
だ

が
、
で
き
る
限
り
具
体
的

に
こ
の
問
題
が
解
決
に
向

か
う
よ
う
、
引
き
続
き
要

望
を
続
け
て
い
き
た
い
。

※
河
川
区
域
・
３
号
地

　

河
川
区
域
の
中
で
、
通
常
水
が
流

れ
て
い
る
土
地
（
１
号
地
）
と
、
堤

防
や
護
岸
な
ど
河
川
を
管
理
す
る
た

め
の
施
設
の
土
地
（
２
号
地
）
に
挟

ま
れ
て
い
る
土
地
で
、
１
号
地
と
一

体
化
し
て
管
理
を
行
う
必
要
の
あ
る

土
地
の
こ
と

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
現
状
に
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
現
状
に
対
処

す
る
た
め
、
市
長
部
局
の

発
達
支
援
機
能
と
教
育
委

員
会
の
教
育
相
談
機
能
を

市
長
部
局
に
一
元
化
し
、

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
と
し
て
、
発
達
支
援

の
必
要
な
乳
幼
児
期
か
ら

18
歳
未
満
の
児
童
と
そ
の

家
族
に
対
し
て
、
将
来
を

見
据
え
た
、
切
れ
目
の
な

い
き
め
細
や
か
な
支
援
を

総
合
的
に
継
続
し
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
制

を
整
備
し
た
。

こども発達支援センター

河川区域　横断図の例
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議案第146号 鳥取市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 原案可決
＜請　願＞
平成30年請願第２号 沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書提出を求める請願

（理由）請願趣旨にある「沖縄県民の多数によって支持をされています。」の根拠が不明確であると考えるため。 不 採 択

－陳情審査結果－
不採択となったもの
地方議会の提出する意見書に係る関係行政庁の回答を求める意見書提出を求める陳情（平成30年陳情第8号）
（理由）国から回答があるべきとは考えるが、大量に提出される意見書に回答することは現実的に不可能と考えるため。
市議会の委員会議事録のネット公開についての陳情（平成30年陳情第９号）
（理由）改選後の新たな議会で検討されるべきと考え、現段階では採択することはできないため。
陳情における個人・会派別表決態度の公開についての陳情（平成30年陳情第10号）
（理由）鳥取市議会では、本会議で議決された案件について、各議員の表決態度を公表している。陳情は、委員会審査のみであり、委員会での

各委員の表決態度を公表する必要はないと考えるため。

◆全会一致で可決、認定、承認、同意したもの
議案番号 案　　件　　名
＜市長提出議案＞
132 平成30年度鳥取市一般会計補正予算（第3号）
134 平成30年度鳥取市介護保険費特別会計補正予算（第1号）

135 平成30年度鳥取市観光施設運営事業費特別会計補正予算
（第1号）

138 平成29年度鳥取市工業用水道事業決算認定について
139 平成29年度鳥取市下水道等事業決算認定について
140 平成29年度鳥取市病院事業決算認定について
143 鳥取市手数料条例の一部改正について
144 鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について
145 鳥取市保育所条例の一部改正について
147 鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

148 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例及び鳥取
市勤労青少年ホーム条例の一部改正について

149 鳥取市過疎地域自立促進計画の変更について
150 財産の取得について
151 財産の無償譲渡について

議案番号 案　　件　　名
＜市長提出議案＞
152 工事請負契約の締結について
153 工事請負契約の変更について
154 専決処分事項の報告及び承認について
155 鳥取市出合いの森公園の指定管理者の指定について
156 鳥取市教育委員会教育長の任命について
157 鳥取市教育委員会委員の任命について
158 鳥取市固定資産評価員の選任について
159 人権擁護委員候補者の推薦について
160 人権擁護委員候補者の推薦について
161 人権擁護委員候補者の推薦について
162 人権擁護委員候補者の推薦について
163 人権擁護委員候補者の推薦について
＜議員提出議案＞
7 決算審査特別委員会の設置について
8 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書の提出について
9 水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書の提出について

平成30年９月定例会の審議結果（会期：平成30年９月３日～10月４日）

◆各議員の賛否状況一覧

議案番号

賛否状況
会派新生 公明党 結 共産党 市民

フォーラム 無所属
雲
坂　
　

衛

吉
野　

恭
介

星
見　

健
蔵

魚
﨑　
　

勇

横
山　
　

明

西
村
紳
一
郎

岡
田　

信
俊

寺
坂　

寛
夫

砂
田　

典
男

山
田　

延
孝

金
谷　

洋
治

下
村　

佳
弘

房
安　
　

光

上
杉　

栄
一

前
田　

伸
一

石
田
憲
太
郎

平
野
真
理
子

桑
田　

達
也

田
村　

繁
已

勝
田　

鮮
二

米
村　

京
子

橋
尾　

泰
博

上
田　

孝
春

岩
永　

安
子

伊
藤　

幾
子

角
谷　

敏
男

秋
山　

智
博

長
坂　

則
翁

足
立　

考
史

太
田　
　

緣

椋
田　

昇
一

吉
田　

博
幸

＜市長提出議案＞
議案第133号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇
議案第136号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 × 〇 〇
議案第137号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇
議案第141号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇
議案第142号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇
議案第146号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議

長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇
＜請　願＞
平成30年請願第２号 × × × × × × × × × × × 議

長 × × × × × × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

賛成…〇　反対…×※議決結果の詳細は市議会ホームページでご覧いただけます。
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◦文書報告でよいのでは。時間も短く中途半端
なものに終わってしまう。
◦第２部の意見交換会との関連問題についても
報告いただきたかった。
◦試みとしては大変よい。
◦内容が概略でわからず余り意味がない。

◦大変充実していた。豪雨の検証の必要性と地
域防災の必要を感じた。いざという時は自助
と近助と言う言葉もあり勉強になった。
◦初めての参加だった初対面の方々と有意義な
時間が持てた。大学生がいてくれた事が素晴
らしかった。もっと若い方に参加してもらえ
るように働きかけをしてはどうか。でもとて
も楽しかった。
◦交換会の意見がどれだけ具体化されるのか疑問。
◦交換会の結果を是非議会でも取り上げてほしい。
◦人の意見を聞くことで新たな発想ができた。
どこも同じ悩みだと感じた。
◦いろいろな意見が出たがもう少したくさんの
意見を聞きたい。　

（平成30年８月５日開催）【当日の参加者：52名　アンケートにご協力いただいた方：48名（回収率92％）】

●第１部　議会報告会について● ●第２部　意見交換会（Talk Cafe）について●

鳥取市議会議会報告会・意見交換会（TalkCafe）の
アンケート結果をご報告します！（続報）

◆参加者の性別

男性23名女性25名

◆参加者の年齢構成 20代 1名

30代 2名

40代 3名

50代 5名

60代 20名

70代 17名

◆開催をどのように知りましたか？（複数回答あり）

議員・知人から
の紹介 27名

所属団体等からの
声かけ 10名

市議会だより10名

チラシ 8名

フェイスブック
2名

市議会ホーム
ページ 1名

◆参加しやすい日時はいつですか

◆内容はいかがでしたか？ ◆テーマはいかがでしたか？

平日の昼間 12名

土・日の昼間 25名

土・日
の夜間
1名

どちらとも
いえない

よい 37名

回答なし 6名

平日の夜間 1名

回答なし 15名

わかりやすかった
26名

わかりにくかった 2名

回答なし 5名

どちらともいえない
15名

●全体について●

第
１
部  

議
会
報
告
会
に
つ
い
て

第
２
部  

意
見
交
換
会（
T
a
l
k 

C
a
f
e
）に
つ
い
て

●議会報告についての主なご意見・ご感想（趣旨が変わらない範囲で文章を変更している箇所があります）

Talk  Cafe（トーク カフェ）　

皆さまからいただいた貴重なご意見・ご要望は
今後の議会・議員活動に活かしてまいります。
また、執行機関からの回答については鳥取市議
会公式ホームページで公開しています。

新庁舎建設に関する調査特別委員会最終報告（要旨）

本庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会最終報告（要旨）

特別委員会報告

　本特別委員会では、新庁舎建設に当たり、執行部
の取り組みの説明を随時受けながら、新本庁舎建設
工事発注方法の検討、また、関連する議案の審査等、
調査研究を行ってきました。
　議会の議論を執行部の取り組みに反映させるた
め、平成27年６月定例会において中間報告を行い、
次の三点を求めました。
　一点目は、中核市移行に伴う新庁舎面積の増大や
資材や労務単価の高騰等による建設費の増加を受け
て、費用を抑制することです。
　二点目は、市民や議会に対し、新庁舎及び関連す
る事業について、的確な時期に適切な情報提供する
こと及び丁寧な説明を行うこと、市民からご意見を
いただきながら取り組みを進めていくことです。
　三点目は、できる限り多くの地元業者が受注でき
るよう最大限配慮することです。
　次に、「みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方」
でまとめられている方針については、①「総合防災

拠点として安全
性・信頼性の高
い庁舎」、②「市
民サービスの向
上」、③「市民
に開かれた、効
率的、効果的な
市政運営」、④

「市民交流、まちづくりに寄与」、⑤「長期的な視点
に立ち、費用を抑制」、これらの５つの方針が必ず
実現されることを求めつつ、関連して次の二点を要望
します。
　まず、防災拠点としての庁舎であります。
　新庁舎には、市民の安心安全を確保するための活
動に資する十分な防災拠点機能の整備が求められま
す。現在、災害対策本部システム、災害時に一時避
難できるオープンスペース、防災倉庫等を整備さ
れ、さらに放送事業者専用スペースは災害時の情報
発信基地として利用される計画であります。これら
の機能が災害及び防災に十分効果を発揮でき、あら
ゆる災害に迅速的確に対応できる庁舎となるよう求
めるものです。
　次に、市民サービス向上の取り組みについてです。
　新庁舎は、市民の利用が多い窓口部門を１、２階
に配置、総合窓口にフロアコンシェルジュの配置、
わかりやすい案内・サインの設置、屋根付きハート
フル駐車場の設置等が計画されています。
　市民が安心して来庁でき、スムーズに目的が達成
できるためには、ハード部分の環境整備を十分行う
ことと、来庁者に応対する職員の意識が重要であり
ます。市民サービス及び市民満足度向上のため、
ハード、ソフトの取り組みを確実に実施されるとと
もに、関連事業の内容及び費用について積極的に情
報提供されることを求めるものです。

　本特別委員会では、現本庁舎及び第二庁舎敷地に
かかわる各種計画、埋蔵文化財との関係、跡地活用
の庁内会議の内容等を執行部より聴取したほか、他
市の庁舎跡地の活用の取り組み状況等の視察を行い
ました。
　さらに、本年８月５日の市民と市議会の意見交換
会であるトーク・カフェにおいて、参加された市民
から本庁舎跡地等の活用について、いろいろな御意
見を伺ったところです。
　これらを踏まえた報告の一点目は、跡地活用を検
討する上で重要なのは将来的なまちづくりビジョン
を明確にすることです。
　本庁舎跡地等は市の中心部に位置し、全市民の財
産である市有地として、中心市街地活性化基本計画
の「二核二軸の都市構造」にこだわらず、将来的な
まちづくりビジョンをしっかり持って、全市的に人
が集まり、市民や来訪者の世代間交流や人的交流を
促すような活用を図ることが重要です。
　二点目は、第二庁舎は解体撤去、現本庁舎はさら
なる検討が必要です。
　現本庁舎及び第二庁舎は、老朽化が進み安全性が
確保されていない建物です。第二庁舎については、
室内スペースが狭く、再利用は考えられないことか
ら維持管理費等の無駄な経費を抑制するため、でき
るだけ早い時期に解体して、敷地を有効活用するこ

とです。本庁舎については、新庁舎開庁後、この建
物を活用する場合には、耐震性を確保しなければな
らず、この建物の再利用は難しいと思われますが、
現時点では本庁舎の取り扱いにさらなる検討が必要
です。
　三点目は、市民会館及び関連施設のあり方をあわ
せて検討する必要があります。
　文化交流拠点として活用を検討する場合は、隣接
する市民会館及び関連施設について公共施設再配置
基本計画における考え方や方針を踏まえ、そのあり
方をあわせて検討するべきです。
　四点目は、執行部において、本庁舎の跡地活用策
を早期にまとめられることです。
　現本庁舎が新庁舎開庁後に何も利用されずに残っ
ていることは、市民の財産が負の遺産になりかね
ず、無駄な経費もかかってきます。執行部において
は、新庁舎開庁を
待たずに、市民の
意見を十分聞いて
検討を重ねられ、
早期に現本庁舎の
跡地等の活用策を
まとめられること
を求めるものです。

最終報告をする寺坂寛夫委員長

最終報告をする上杉栄一委員長
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◦文書報告でよいのでは。時間も短く中途半端
なものに終わってしまう。
◦第２部の意見交換会との関連問題についても
報告いただきたかった。
◦試みとしては大変よい。
◦内容が概略でわからず余り意味がない。

◦大変充実していた。豪雨の検証の必要性と地
域防災の必要を感じた。いざという時は自助
と近助と言う言葉もあり勉強になった。
◦初めての参加だった初対面の方々と有意義な
時間が持てた。大学生がいてくれた事が素晴
らしかった。もっと若い方に参加してもらえ
るように働きかけをしてはどうか。でもとて
も楽しかった。
◦交換会の意見がどれだけ具体化されるのか疑問。
◦交換会の結果を是非議会でも取り上げてほしい。
◦人の意見を聞くことで新たな発想ができた。
どこも同じ悩みだと感じた。
◦いろいろな意見が出たがもう少したくさんの
意見を聞きたい。　

（平成30年８月５日開催）【当日の参加者：52名　アンケートにご協力いただいた方：48名（回収率92％）】

●第１部　議会報告会について● ●第２部　意見交換会（Talk Cafe）について●

鳥取市議会議会報告会・意見交換会（TalkCafe）の
アンケート結果をご報告します！（続報）

◆参加者の性別

男性23名女性25名

◆参加者の年齢構成 20代 1名

30代 2名

40代 3名

50代 5名

60代 20名

70代 17名

◆開催をどのように知りましたか？（複数回答あり）

議員・知人から
の紹介 27名

所属団体等からの
声かけ 10名

市議会だより10名

チラシ 8名

フェイスブック
2名

市議会ホーム
ページ 1名

◆参加しやすい日時はいつですか

◆内容はいかがでしたか？ ◆テーマはいかがでしたか？

平日の昼間 12名

土・日の昼間 25名

土・日
の夜間
1名

どちらとも
いえない

よい 37名

回答なし 6名

平日の夜間 1名

回答なし 15名

わかりやすかった
26名

わかりにくかった 2名

回答なし 5名

どちらともいえない
15名

●全体について●

第
１
部  

議
会
報
告
会
に
つ
い
て

第
２
部  

意
見
交
換
会（
T
a
l
k 

C
a
f
e
）に
つ
い
て

●議会報告についての主なご意見・ご感想（趣旨が変わらない範囲で文章を変更している箇所があります）

Talk  Cafe（トーク カフェ）　

皆さまからいただいた貴重なご意見・ご要望は
今後の議会・議員活動に活かしてまいります。
また、執行機関からの回答については鳥取市議
会公式ホームページで公開しています。

新庁舎建設に関する調査特別委員会最終報告（要旨）

本庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会最終報告（要旨）

特別委員会報告

　本特別委員会では、新庁舎建設に当たり、執行部
の取り組みの説明を随時受けながら、新本庁舎建設
工事発注方法の検討、また、関連する議案の審査等、
調査研究を行ってきました。
　議会の議論を執行部の取り組みに反映させるた
め、平成27年６月定例会において中間報告を行い、
次の三点を求めました。
　一点目は、中核市移行に伴う新庁舎面積の増大や
資材や労務単価の高騰等による建設費の増加を受け
て、費用を抑制することです。
　二点目は、市民や議会に対し、新庁舎及び関連す
る事業について、的確な時期に適切な情報提供する
こと及び丁寧な説明を行うこと、市民からご意見を
いただきながら取り組みを進めていくことです。
　三点目は、できる限り多くの地元業者が受注でき
るよう最大限配慮することです。
　次に、「みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方」
でまとめられている方針については、①「総合防災

拠点として安全
性・信頼性の高
い庁舎」、②「市
民サービスの向
上」、③「市民
に開かれた、効
率的、効果的な
市政運営」、④

「市民交流、まちづくりに寄与」、⑤「長期的な視点
に立ち、費用を抑制」、これらの５つの方針が必ず
実現されることを求めつつ、関連して次の二点を要望
します。
　まず、防災拠点としての庁舎であります。
　新庁舎には、市民の安心安全を確保するための活
動に資する十分な防災拠点機能の整備が求められま
す。現在、災害対策本部システム、災害時に一時避
難できるオープンスペース、防災倉庫等を整備さ
れ、さらに放送事業者専用スペースは災害時の情報
発信基地として利用される計画であります。これら
の機能が災害及び防災に十分効果を発揮でき、あら
ゆる災害に迅速的確に対応できる庁舎となるよう求
めるものです。
　次に、市民サービス向上の取り組みについてです。
　新庁舎は、市民の利用が多い窓口部門を１、２階
に配置、総合窓口にフロアコンシェルジュの配置、
わかりやすい案内・サインの設置、屋根付きハート
フル駐車場の設置等が計画されています。
　市民が安心して来庁でき、スムーズに目的が達成
できるためには、ハード部分の環境整備を十分行う
ことと、来庁者に応対する職員の意識が重要であり
ます。市民サービス及び市民満足度向上のため、
ハード、ソフトの取り組みを確実に実施されるとと
もに、関連事業の内容及び費用について積極的に情
報提供されることを求めるものです。

　本特別委員会では、現本庁舎及び第二庁舎敷地に
かかわる各種計画、埋蔵文化財との関係、跡地活用
の庁内会議の内容等を執行部より聴取したほか、他
市の庁舎跡地の活用の取り組み状況等の視察を行い
ました。
　さらに、本年８月５日の市民と市議会の意見交換
会であるトーク・カフェにおいて、参加された市民
から本庁舎跡地等の活用について、いろいろな御意
見を伺ったところです。
　これらを踏まえた報告の一点目は、跡地活用を検
討する上で重要なのは将来的なまちづくりビジョン
を明確にすることです。
　本庁舎跡地等は市の中心部に位置し、全市民の財
産である市有地として、中心市街地活性化基本計画
の「二核二軸の都市構造」にこだわらず、将来的な
まちづくりビジョンをしっかり持って、全市的に人
が集まり、市民や来訪者の世代間交流や人的交流を
促すような活用を図ることが重要です。
　二点目は、第二庁舎は解体撤去、現本庁舎はさら
なる検討が必要です。
　現本庁舎及び第二庁舎は、老朽化が進み安全性が
確保されていない建物です。第二庁舎については、
室内スペースが狭く、再利用は考えられないことか
ら維持管理費等の無駄な経費を抑制するため、でき
るだけ早い時期に解体して、敷地を有効活用するこ

とです。本庁舎については、新庁舎開庁後、この建
物を活用する場合には、耐震性を確保しなければな
らず、この建物の再利用は難しいと思われますが、
現時点では本庁舎の取り扱いにさらなる検討が必要
です。
　三点目は、市民会館及び関連施設のあり方をあわ
せて検討する必要があります。
　文化交流拠点として活用を検討する場合は、隣接
する市民会館及び関連施設について公共施設再配置
基本計画における考え方や方針を踏まえ、そのあり
方をあわせて検討するべきです。
　四点目は、執行部において、本庁舎の跡地活用策
を早期にまとめられることです。
　現本庁舎が新庁舎開庁後に何も利用されずに残っ
ていることは、市民の財産が負の遺産になりかね
ず、無駄な経費もかかってきます。執行部において
は、新庁舎開庁を
待たずに、市民の
意見を十分聞いて
検討を重ねられ、
早期に現本庁舎の
跡地等の活用策を
まとめられること
を求めるものです。

最終報告をする寺坂寛夫委員長

最終報告をする上杉栄一委員長
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本市議会の本会議、委員会は公
開されており、市民を初めすべ
ての人が傍聴できます。傍聴は
市議会活動に触れる最も身近な
方法であり、市議会議員の活動
や市政の方針などを実地に見聞
することができます。本会議の
傍聴席は市役所本庁舎６階にあ
り、一般傍聴席45席、車イス
スペース５席をご用意しており
ます。団体での傍聴の場合は、
あらかじめ市議会事務局議事係
にご連絡ください。

（☎0857-20-3344）編

後
集

記

傍聴のご案内
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鳥
取
市
と
姫
路
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と
の
姉
妹
都
市

親
善
交
換
会
が
８
月
６
日
、
７
日
に

姫
路
市
で
開
催
さ
れ
、
鳥
取
市
議
会

議
員
18
名
が
訪
問
し
ま
し
た
。
交
歓

会
で
は
、「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
姫
路
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
推
進
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に

意
見
交
換
を
行
い
、
平
和
資
料
館
・

太
平
洋
戦
全
国
戦
災
都
市
空
爆
死
没

者
慰
霊
塔
の
視
察
な
ど
を
行
い
ま
し

た
。

報告・ご案内

　
本
委
員
会
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議
長
か
ら
諮
問
を
受

け
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
導
入
を
前
向
き

に
進
め
る
こ
と
な
ど
を
、
最
終
提
言

を
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
提
言
に
よ
り
、
代
表

質
問
の
あ
り
方
な
ど
実
現
し
た
事
項

も
あ
り
ま
し
た
が
、
結
論
が
出
な

か
っ
た
事
項
や
課
題
の
残
っ
た
事
項

は
、
改
選
後
の
新
し
い
議
会
に
お
い

て
引
き
続
き
調

査
研
究
を
続
け

る
よ
う
議
長
に

提
言
し
ま
し
た
。

姉
妹
都
市
と
の
交
流

（
姫
路
市
）

太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔

砂田委員長から下村議長へ提言

12
月
定
例
会
の
お
し
ら
せ

12
月
17
日
㈪
開
会･

会
期
の
決
定･

提
案
説
明

12
月
18
日
㈫
委
員
会

12
月
19
日
㈬
一
般
質
問

12
月
20
日
㈭
一
般
質
問

12
月
21
日
㈮
一
般
質
問

12
月
25
日
㈫
一
般
質
問
・
質
疑
・
委
員
会
付
託

委
員
会

12
月
26
日
㈬
委
員
会

12
月
27
日
㈭
委
員
会

12
月
28
日
㈮
委
員
長
報
告
・
討
論
・
採
決
・
閉
会

※
本
会
議
は
い
な
ば
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
ネ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
こ
の
日
程
は
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

（これまでの提言は
　こちらからご覧い
　ただけます）


